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 TMI Associates, Yangon Office 

Feb. 22. 2021, Newsletter 

【2/22 update】アメリカ経済制裁とは何か 

～ミャンマー政変後のビジネスの留意点～ 

１．  2月 1日未明にミャンマーで軍がアウン・サン・スー・チー国家顧問及び複数の NLDの国
会議員、党幹部らを拘束し、政権を掌握しました。これを受けて、アメリカのバイデン大統

領は、同月 10日、ビルマ（ミャンマー）の状況に関する資産凍結のための大統領令
（Executive Order, Blocking Property With Respect to the Situation in 

Burma。以下「本大統領令」といいます。）に署名し、翌 11日、The Office of 
Foreign Assets Control（OFAC・財務省外国資産管理室）は、本大統領令に基

づき、ミャンマー軍関係者等に対する経済制裁を発動しました。 

ミャンマーでの長期的なビジネスを考える上では、同月 11日に発動された経済制裁によ
って、日本企業がどのような影響を受けるのでしょうか。この「経済制裁」とは、いったいどの

ようなもので、ミャンマーでビジネスを行う日本企業は、どのような点に気を付ければよいの

か、以下検討します。 
 

アメリカの経済制裁とは 

OFACは、特定対象国やテロリスト等によって米国の安全保障や外交政策等に脅威と

なる活動に関与した者に対する経済制裁や取引規制を行っています。 

2016年 10月以前のミャンマーへの経済制裁は、ビルマ制裁規則（BSR）を根拠とし

ていました。具体的な制裁措置は、それぞれの根拠法令に基づき、大統領令
（Executive Order）により定められており、大統領の裁量が強いといえます。本大統

領令に加え、今後、ミャンマーにさらなる経済制裁を行うか否か、行う場合にどのような内

容とするかは、バイデン大統領が決することになります。 
 

包括的制裁プログラムと限定的制裁プログラム 

① 例えば、イランやキューバについては、概ね以下のような包括的制裁プログラムが課さ 

れていました。 

✓ 資産凍結（対象国政府・対象国国民） 
✓ 輸出入の原則禁止 
✓ 対象国原産の商品・サービスの取引の原則禁止 
✓ 対象国国内、対象国政府及び対象国国民との金融取引は原則禁止 
✓ 10％以上の米国原材料を含む製品の対象国への輸出の禁止 
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ミャンマーについては、2016年 10月の制裁解除以前においても、このような包括

的制裁プログラムは、課されていませんでした。 

② 限定的制裁プログラム 

ミャンマーにおいては、2016年 10月以前においては、US person が以下の行為

を行うことができないという制裁が課されていました。 

✓ ミャンマーへの新規投資の禁止 

✓ ミャンマーへの金融サービス輸出の禁止 
✓ ミャンマー原産の産品の米国への輸入禁止 

✓ 「特定の者」との取引禁止、「特定の者」の資産凍結 

上記の制裁措置は、ミャンマーでの民主化に伴って緩和され、2016年 10月 7日

に原則的に解除されました。 

 

誰の行為を禁止しているか（US Person） 

上記の行為が禁止される US Person とは、以下の者を意味します。 

✓ 米国籍や米国永住権を有する個人（米国外在住者を含む） 

✓ 米国内の法令に基づいて設立された法人・団体 
✓ 米国内の外国法人の支店・営業所・駐在員事務所 

✓ 米国に居住・訪問している個人（国籍を問わない） 

日本企業の多くは、上記の US Person には該当せず、Non-US person に過ぎない

ため、対象国において取引を行ったことが直ちに制裁対象となることは通常ありません。 

もっとも、Non-US person であっても特定の取引が制裁対象として米国の経済制裁規

制の対象となる可能性もあるため、取引を行うにあたっては米国による制裁のリスクに留

意しながら実施する必要があります。 

また、対象国への送金がドル建てである場合、例えば送金銀行と着金銀行がいずれも日
系銀行であったとしても、送金の過程で米国の銀行を経由する場合が少なからずあり、

資金凍結のリスクが生じ得ます。 

 

制裁対象者（SDN リスト） 

次に、制裁対象者である「特定の者」については、SDN（Specially Designated 

Nationals）リストにおいて指定される制裁対象者（制裁対象者が 50％以上の持分

を有する組織を含む。）を言います。 

誰が制裁対象者として指定されているかは、OFACのウェブサイトで検索することができま

す。 
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2月 11日に発動された経済制裁の概要 

2月 11日、OFAC が発動した経済制裁によって、今回の政変を主導したとされる 10
名の個人（別の理由で既に制裁対象者に指定されていた 2名を含みます。）、及びミ

ャンマー軍又は治安部隊が支配する 3社の法人が SDN リストにおいて制裁対象者に
指定されました。制裁対象者の詳細は、アメリカ財務省のウェブサイト

（https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-

actions/20210211）をご参照ください。 

これらの制裁対象者について、アメリカ国内又はアメリカの支配下にある資産は直ちに凍

結され、その家族を含め、アメリカへの入国が禁止されました。また、US Personは、制

裁対象者の資産に関して取引を行うことが原則禁止されました。 

なお、本大統領令は、制裁対象者に対して支援を行った者、及びそのような支援を行う

ための物品又は役務を提供した者も、経済制裁の対象となりうると規定しています。その

ため、本大統領令に基づく制裁対象者は、今後さらに増加する可能性があります。 

 

想定されるリスクと対応方法 

ミャンマー関連の事業活動を行う場合、以下のようなリスクと対応方法が考えられます。 

① ミャンマーでの JVパートナーが、制裁対象者に指定された。 

② ミャンマーの取引先が制裁対象者に指定され、送金することが困難となった。 

上記①については、継続的に制裁対象者のリスト更新を確認するとともに、仮に制裁対
象に指定された場合に、合弁契約上、どのような取扱いとなるか確認する（これから合

弁契約を締結する場合は、制裁対象者ではない旨の表明保証を入れる。）等の方法

が考えられます。 

上記②については、資金の送金に際し、経済制裁で資金が凍結された場合には、不可

抗力として支払義務は不履行とならないという条項を入れること等が考えられます
（2016年以前のミャンマーとの取引においては、このような規定を入れることが一般的で

した。）。 

また、上記の本大統領令が、制裁対象者に対して支援を行った者、及びそのような支援

を行うための物品又は役務を提供した者も、経済制裁の対象となりうると規定しているこ
とから、上記①②を行うことで、かかる支援に該当しないように留意する必要があります。

具体的には、SDN リストにおいて制裁対象者として指定されていないか、および、制裁対
象者が JV パートナーまたは取引先の 50％以上の持分を有していないか、を確認するこ

とが必要となります。 

なお、2015年に当時 SDN リストに記載されていた Asia World Port Terminal 

（AWPT）社（ヤンゴン港のターミナルを運営し、同港の貨物の半数近くを取り扱ってい 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210211
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210211
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る。）の名称が陸揚げ港として取引書類に記載されている送金ができなくなる事態が発

生し、現地で混乱が発生した例があり、必ずしも取引の直接の相手方が制裁対象企業

でなくても、取引に影響が生じる場合があります。このような事態も想定して、契約書の文

言は作成しておく必要があるといえます。 

また、OFAC が 2019年 5月に Framework for OFAC Compliance 

Commitments を公表し、企業が OFAC遵守のためにどのようなコンプライアンス体制

を構築していくべきかについてのフレームワークを示しているため、これを参考に社内の

OFAC遵守体制を検討していくことも有益です。 

 

今後の留意点 

米国は、軍政の動向を注視しながらミャンマーに対してさらなる経済制裁を課するかどう

かの判断をしていくことになるものと思われます。また、状況次第では、今後、米国を含む

各国において輸出規制措置の強化などの規制強化が検討されていく可能性も考えられ

ます。現に、2月 11 日、アメリカの The Bureau of Industry and Security

（BIS・商務省産業安全保障局）は、ミャンマー軍関係機関に対する機微度の高い

品目の輸出、再輸出又は国内移転を原則禁止するとともに、ミャンマーへの輸出、再輸

出又は国内移転に関する事前許可を取得する義務の免除措置を停止するなど、ミャン

マーへの輸出規制を強化しています。この輸出規制強化は、再輸出（アメリカから第三

国に輸出されたアメリカ原産品目を第三国の品目に組み込んでミャンマーに輸出すること

をいいます。）も対象とするため、例えば日本からミャンマーに物品を輸出する際にも適

用される可能性があり、輸出品目のエンドユーザー及びアメリカ原産品目の使用状況を

確認する必要が生じると考えられます。 

このようなグローバルでの規制環境の変化が、日本企業のミャンマーでの企業活動に具体

的にどのような影響を与え、これを解決するために具体的にどのような方策を採る必要が

あるかについては、各国における規制の動向に精通した法律の専門家による検討を経た

上で冷静に判断していく必要があるものと考えます。 

 

TMI総合法律事務所 

パートナー弁護士 甲斐 史朗 Fumiaki_Kai@tmi.gr.jp 

2015年 1月よりヤンゴンに駐在し、6年超にわたり数多くの日本企業のミャンマービジネ

スを支援している。会社設立、投資認可申請、M&A、ファイナンス、知財、労務、不動

産開発案件等、日本企業のあらゆるミャンマーにおける法務ニーズに対応。 

mailto:Fumiaki_Kai@tmi.gr.jp
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TMI Associates Services Co., Ltd. 

https://www.tmi.gr.jp/about/bases/yangon-office.html 

yangon@tmi.gr.jp 

+95(0)1-8255-047、+95(0)1-8381-101 

#105, Prime Hill Business Square, No.60, Shwe Dagon Pagoda Road,  

Dagon Township, Yangon, Myanmar 

パートナー弁護士 戸田 謙太郎 Kentaro_Toda@tmi.gr.jp 

国際通商（経済制裁、アンチ・ダンピング）、独占禁止法・競争法、海外贈収賄規

制、グローバル・コンプライアンス、情報ガバナンス、公益通報者保護法などを主な取り扱

い分野としている。The Legal 500 Asia Pacific 2020及び 2021では、Antitrust 

and competition分野において Next Generation Partners に選出されている

他、Co-Head を務める国際通商チームは、Chambers Asia-Pacific 2021の

International Trade分野において Band 2の評価を受けている。 

 

アソシエイト弁護士 奥村 文彦 Fumihiko_Okumura@tmi.gr.jp 

国際通商（WTO諸協定、経済制裁、アンチ・ダンピング）、独占禁止法・競争法、資

本市場法、インド法務などを主な取扱分野としている。 

mailto:Kentaro_Toda@tmi.gr.jp
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